
金
調
停
古
蹟
志
巻
七

申
上
る
と
也
。
右
は
元
秘
十
五
年
四
月
将
軍
家
江
戸
本
郷
邸
へ
渡
御

の
時
の
事
也
。
前
回
備
前
は
こ
代
備
前
た
り
。

O
盤

国

神

社

首
位
は
従
前
は
卯
炭
山
山
王
と
稀
し
、
俗
に
卯
辰
観
音
と
も
呼
ぺ

り
。
殿
町
等
二
百
戸
許
の
産
土
紳
に
て
、
金
津
披
内
の
産
土
紳
と
な

し
.
奮
藩
中
は
此
の
紳
枇
へ
宮
参
せ
ら
る
L
例
に
て
、
鄭
震
に
祭
ら

れ
た
り
。
首
位
草
創
の
来
躍
を
考
ふ
る
に
、
元
は
石
浦
山
王
と
て
石

浦
郷
七
ケ
村
の
氏
紳
な
る
山
王
を
勧
誘
し
.
彼
の
本
地
悌
怠
る
長
谷

観
音
を
遜
座
し

τ‘
卯
辰
山
に
祉
堂
を
建
立
し
‘
別
賞
を
観
普
院
と

鋭
す
。
是
盟
園
紳
祉
の
草
創
な
り
。
そ
の
顕
宋
を
考
ふ
る
に
、
今
石

浦
紳
枇
に
停
来
せ
る
慶
長
十
一
年
八
月
石
浦
七
村
氏
子
連
判
紋
に
、

石
浦
村
之
内
三
わ
う
の
宮
う
つ
し
の
時
、
御
せ
ん
ぐ
と
し
て
あ
ん
ぜ

ん
坊
石
浦
村
へ
御
出
云
々
と
見
b
.
石
浦
観
音
縁
起
に
‘
行
基
亦
依
昌

郡
吏
之
諦
二
翻
=
諦
山
王
様
現
吋
開
眼
供
養
而
篤
-
-
地
主
権
現
吋
と
記
載

す
。
右
長
谷
観
音
は
邸
ち
山
王
の
本
地
働
に
て
‘
そ
の
さ
き
石
浦
村

.K
山
王
を
勧
請
し
て
‘
本
地
観
音
の
像
を
安
置
す
。
是
石
浦
郷
七
村

の
惣
祉
に
て
、
金
槌
仲
裁
地
は
石
浦
郷
七
村
の
内
怠
る
山
崎
村
の
地
内

た
る
が
故
に
、
石
浦
山
王
を
ぽ
後
々
ま
で
産
土
紳
と
な
し
た
る
も
の

へ
ど
も
、
延
寅
二
年
由
来
書
K
.
元
和
二
年
観
音
堂
及
び
銀
守
山
王

枇
、
天
徳
院
殿
式
り
御
建
立
‘
強
年
客
殿
等
利
常
卿
御
遊
管
被
=
仰

付
↓
山
首
山
は
少
将
公
以
下
諸
公
子
方
宮
奉
被
v骨
珂

v
在
、
御
代
々
御
産
紳

之
官
寺
陀
被
v
成
、
御
懐
胎
の
度
毎
御
祈
騰
を
も
被
a
仰
付
↓
と
あ
り

て
、
沓
藩
中
は
毎
歳
四
月
朔
日
・
二
日
雨
日
紳
事
能
を
金
津
市
中
よ

り
執
行
せ
し
も
、
城
内
の
産
土
紳
た
る
故
た
り
と
い
へ
り
。
叉
右
山

王
枇
へ
盟
国
の
紳
像
を
合
施
せ
ら
れ
た
り
。
此
の
紳
像
合
偲
の
事

は
、
古
来
世
人
も
侮
承
す
れ

E
.
共
の
年
暦
等
記
録
に
も
所
見
な
く
、

停
言
の
み
に
て
、
紳
像
は
現
に
合
犯
あ
り
。
按
宇
る
に
‘
大
坂
落
按

の
後
京
都
東
山
阿
踊
陀
峰
の
盟
関
紳
祉
を
ぽ
、
徳
川
家
よ
り
鹿
せ
し

故
に
.
共
の
聞
え
を
憾
り
‘
隠
密
し
て
山
王
位
内
へ
合
肥
し
‘
盟
圏

の
紳
践
は
呼
ぽ
ぬ
事
と
悲
し
た
る
も
の
・
な
る
ぺ
し
。
然
る
に
時
た
る

哉
、
徳
川
幕
府
を
厳
し
、
維
新
復
古
の
初
め
紳
悌
混
瀦
慶
止
の
宜
下

あ
る
に
依
っ
て
、
明
治
二
年
雷
枇
祭
紳
の
情
貨
を
ぽ
一
抑
紙
省
へ
具
放

し
‘
本
地
働
長
谷
観
脅
等
の
働
像
等
を
取
除
け
、
別
賞
観
音
院
の
寺

鋭
を
厳
止
し
‘
別
賞
は
復
飾
を
命
ぜ
ら
れ
て
一
脚
職
と
成
り
、
更
に
枇

競
を
ぽ
盟
園
紳
祉
と
稽
し
‘
盟
太
閤
の
紳
像
を
ぽ
主
紳
と
成
し
た

り
。
従
前
は
本
地
観
音
を
主
と
し
.
紳
澗
は
鎮
守
山
王
と
て
小
胸
を

金
滞
古
蹟
志
血
管
七

O 

也
。
然
る
に
天
正
九
年
間
三
月
金
津
城
に
本
願
寺
の
末
寺
本
源
寺
あ

り
て
、
門
徒
一
摂
取
絡
り
居
た
る
を
‘
越
前
よ
り
柴
悶
勝
家
・
佐
久

間
盛
政
等
討
ち
入
り
、
一
挟
共
を
征
伐
し
、
金
揮
落
城
の
時
兵
火
の

た
め
批
殿
働
問
焼
亡
し
、
共
の
後
本
地
長
谷
観
音
を
ば
愛
宕
の
枇
借

共
か
り
ゆ
き
、
小
立
野
愛
宕
枇
に
安
置
し
、
披
内
の
産
土
紳
と
た
し

山
主
の
紳
鍵
を
も
勤
鯖
し
け
る
が
、
腹
長
六
年
に
卯
辰
山
へ
移
縛
を

命
ぜ
ら
れ
、
愛
宕
枇
と
共
に
卯
反
山
へ
遜
座
す
。
然
る
に
別
賞
明
王

院
二
代
耐
鹿
退
院
の
時
.
愛
宕
枇
よ
り
、
彼
の
石
浦
村
よ
り
預
り
置

き
け
る
本
地
観
音
を
持
ち
行
き
.
卯
辰
山
に
隠
居
し
、
観
音
堂
を
建

立
し
て
別
賞
所
を
観
音
院
と
稀
し
‘
山
王
祉
を
も
遁
立
し
て
城
内
の

産
土
紳
と
す
。
共
の

E
細
は
卯
辰
山
観
音
院
の
僚
に
記
載
す
。
三
州

志
来
図
概
覧
附
鍛
に
一
式
ふ
。
卯
辰
観
音
院
・
観
音
堂
等
共
の
初
め
小
立

野
尻
谷
坂
の
上
に
あ
る
庭
、
慶
長
六
年
端
龍
公
祈
膳
所
と
し
て
今
の

卯
辰
山
の
地
を
賜
は
り
、
観
音
堂
盛
ぴ
山
王
枇
再
興
た
り
。
共
の
後

元
和
二
年
夫
徳
院
殿
よ
り
観
音
堂
等
舵
般
を
加
へ
さ
せ
ら
る
。
今
枝

直
方
筆
記
K
.
山
主
は
天
徳
院
殿
の
産
一
脚
に
て
、
諸
公
子
誕
生
に
付

き
向
山
氏
勘
諦
官
舎
の
儀
あ
り
。
一
柳
祭
の
散
策
も
山
主
の
祭
幾
た
り

と
い
へ
り
。
平
次
按
宇
る
に
.
右
等
の
事
枇
記
に
は
記
載
せ
A
Y
と
い

t 

-a‘ 

本
地
堂
の
傍
に
建
て
、
祭
織
の
時
野
町
紳
明
の
紳
官
多
岡
氏
来
り
て

紳
祭
を
執
行
す
る
例
左
り
。
故
に
盟
国
の
紳
像
を
ば
仮
に
本
地
観
音

堂
の
奮
殿
へ
移
し
、
紳
殿
に
改
め
‘
盟
国
紳
枇
の
額
を
掛
け
、
明
治

五
年
十
一
月
郷
祉
に
列
せ
ら
れ
.
紳
官
民
澗
官
・
澗
寧
を
置
か
れ
た

り
。
同
九
年
九
月
氏
子
共
協
議
の
上
紳
殿
拝
殿
等
を
新
築
し
.
道
路

も
不
休
裁
友
り
と
て
付
替
へ
た
り
。
此
の
時
奮
藩
前
田
家
よ
り
金
五

十
闘
を
寄
附
せ
ら
る
。
然
れ
ど
も
氏
子
地
を
隣
れ
、
卯
炭
山
に
銀
座

た
る
故
不
都
合
・
な
り
。
依
っ
て
氏
子
地
殿
町
・
な
る
奮
藩
士
佐
藤
氏
元

屋
敷
の
内
五
百
飴
歩
.
邸
ち
今
向
嶋
幸
助
等
の
持
地
た
る
を
‘
氏
子
共

自
力
を
以
て
貿
ひ
上
げ
、
枇
地
と
定
め
、
此
の
地
へ
移
締
致
し
た
し

と
の
皆
.
明
治
十
七
年
十
月
三
日
勝
鹿
へ
具
放
し
け
る
慮
、
共
の
筋

へ
伺
ひ
と
成
り
、
十
一
月
十
八
日
氏
子
出
願
の
趣
許
可
相
成
る
旨
蝶

隠
よ
り
建
せ
ら
れ
た
り
。
是
に
依
っ
て
氏
子
共
共
の
皆
欝
務
前
回
家

へ
具
放
し
け
る
に
、
元
披
内
の
産
土
紳
の
康
を
以
て
金
宵
困
を
寄
附

せ
ら
れ
、
氏
子
共
も
金
殺
を
寄
附
し
‘
十
九
年
十
月
卯
辰
山
の
榊
殿
・

拝
殿
簿
を
新
枇
地
へ
移
時
治
立
.
建
築
方
漸
く
落
成
し
、
同
月
十
八

日
紳
鍵
を
遜
座
し
、
紳
式
を
勤
め
け
り
。

O
薪
議
遺
跡

...... r、




